
令和４年度（２月） 第 11 回浜北区協議会 次第

日時：令和５年２月 22日（木）午後 1時 30 分から

会場：浜北区役所 大会議室（なゆた・浜北３階）

１ 開 会

２ 議 事 

（1）協議事項 

  ア 浜松市立幼稚園・保育園の適正化等に関する方針（案）の パブリック・

コメントの実施について【資料１】

イ 「令和 5 年度浜北区地域力向上事業（助成事業）の提案について」

【資料２】※当日配布

（2）報告事項

ア 「区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子に

ついて」に対する答申への対応について 【資料３】

イ 浜松市立平口幼稚園について 【資料４】

３ その他

(1) その他

 新清掃工場について

(2) 次回開催日程について 

４ 閉 会



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
浜松市立幼稚園・保育園の適正化等に関する方針（案）のパブリック・

コメントの実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

○ 背景 

・本市では、保育所の施設整備等により定員拡大を図り、

令和 3年、令和 4年の 4月時点の保育所等利用待機児童

数はゼロとなった。 

・市立幼稚園・保育園の園児数は減少しており、特に市立

幼稚園の園児数は、平成 27 年から令和 4年までの 7年間

で半数以下に減少している。 

・市立幼稚園・保育園の施設は老朽化しており、築後 40

年以上経過している施設は、全体の約 6割を占めている。

・このようなことから、市立幼稚園、保育園の規模の適正

化は、喫緊の課題となっている。 

○ 経緯 

・令和 4年 5月に、庁内関係課長、市立・私立幼稚園長・

保育園長の代表、学識経験者及び自治会・保護者の代表

などで構成する「浜松市立幼稚園・保育園適正化等検討

会」を設置し、方針の内容などについて協議、検討を進

めてきた。 

対象の区協議会 全ての区の協議会 

内  容 

方針（案）のパブリック・コメント実施について概要を説

明するとともに、御意見を伺うもの。 

○ 方針策定（市立幼稚園・保育園の適正化等）の目的 

子供たちにとって、より望ましい幼児教育・保育環境を

実現すること。 

○ 基本理念 

質の高い幼児教育・保育を、官民が連携し、地域の実情

に合わせ、持続的に提供する。 

○ 基本方針 

１ 提供体制の確保（集団での学びの充実など） 

２ 運営の充実（市立園の役割を意識した運営など） 

３ 施設の整備（計画的な施設整備など） 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

・意見募集期間：令和 5年 2月 15 日（水） 

            ～令和 5年 3月 16 日（木） 

・市の考え方公表：令和 5年 5月以降 

・方 針 施 行：令和 5年 5月以降 

担当課 幼児教育・保育課 担当者 渡邊 仁 電話 457－2117 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

資料1 



浜松市立幼稚園・保育園の適正化等に関する方針（案）

に対するご意見をお待ちしています！

１．「浜松市立幼稚園・保育園の適正化等に関する方針（案）」とは 

社会動態や保育需要の変化に対応し、地域性等にも配慮した、持続可能で質の高い幼児

教育・保育を実現していくため、今後の市立幼稚園・保育園の方向性（考え方）を示す

方針を策定するものです。 

２．案の公表期間及び意見募集期間 

令和５年２月１５日（水）～令和５年３月１６日（木）

３．案の公表先 

幼児教育・保育課、浜松市立幼稚園、浜松市立保育園、市政情報室、区役所、

協働センター、中央図書館、市民協働センター（中区中央一丁目）、 

パブコメ PR コーナー（市役所本館 1階ロビー）にて配布

浜松市ホームページ（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp）に掲載

【トップページ→ご意見・お問い合わせ→パブリック・コメント制度】

４．意見の提出方法 

意見書には、住所※、氏名または団体名※、電話番号を記入して、次のいずれか

の方法で提出してください。

※住所および氏名または団体名が未記入の意見には、本市の考え方は示しません。

・個人情報は、本事業においてのみ使用することとし、個人情報保護に関する法令等に  

基づき適正に管理します。

（意見書の様式は特に問いませんが、参考様式を添付しています。なお、意見は浜松市  
ホームページ上にある意見入力フォームからも直接提出できます。）

①直接持参 幼児教育・保育課(市役所本館２階)まで書面で提出

②郵便【はがき、封書】

（最終日の消印有効）

〒４３０－８６５２

浜松市中区元城町１０３－２ 

幼児教育・保育課あて

③電子メール youho@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
④ＦＡＸ ０５３－４５７－２０３９（幼児教育・保育課）

５．寄せられた意見の内容および市の考え方の公表

お寄せいただいたご意見の内容は、本市の考え方とあわせて、令和５年５月に

公表します。公表先は案の公表先と同じです。 

６．問い合わせ先 

こども家庭部幼児教育・保育課（ＴＥＬ ０５３－４５７－２１１７）

｢パブリック・コメント制度｣とは、市が計画や条例などを策定す

るときに、案の段階で市民の皆さんに公表し、ご意見、ご要望など

を聴きながら最終的な案を決定する手続きのことをいいます。 

浜松市では、平成１５年４月から、この制度を導入しています。 



下記の資料をご覧のうえ、ご意見をお寄せください

●パブリック・コメント実施案件の概要

●浜松市立幼稚園・保育園の適正化等に関する方針（案）        

    １ 方針策定の目的・基本理念 

    ２ 就学前施設の現状 

    ３ 課題 

４ 基本方針 

５ 地域（中学校区）ごとの適正化等の進め方 ～標準モデル～ 

６ 規模適正化、拠点園の設定、認定こども園化の考え方 

７ 方針運用にあたっての配慮事項等 

８ スケジュール 

   ●参考資料             

    【参考】浜松市立幼稚園・保育園 位置図

    浜松市立幼稚園・保育園の適正化等に関する方針（案）用語解説

●意見提出様式（参考）



パブリック・コメント実施案件の概要 

案件名 浜松市立幼稚園・保育園の適正化等に関する方針（案） 

趣旨・目的 

・市立幼稚園・保育園の適正化等の目的は、子供たちにとって、より

望ましい幼児教育・保育環境を実現することです。少子化や人口減

少が進行するとともに、幼児教育・保育に対する市民のニーズが多

様化する中、社会動態や保育需要の変化に対応し、地域性等にも配

慮した、持続可能で質の高い幼児教育・保育を実現していくため、

今後の市立幼稚園・保育園の方向性（考え方）を示す方針を策定す

るものです。 

策定（見直し）に 

至った背景・経緯 

・本市では、保育所の施設整備等により定員拡大を図り、令和３年、

令和４年の４月時点の保育所等利用待機児童数はゼロとなりまし

た。 

・市立幼稚園・保育園の園児数は減少しており、特に市立幼稚園の園

児数は、平成 27 年から令和４年までの７年間で半数以下に減少し

ています。 

・市立幼稚園・保育園の施設は老朽化しており、築後 40 年以上経過

している施設は、全体の約６割を占めています。 

・以上のことなどから、市立幼稚園、保育園の規模適正化と運営見直

しは、喫緊の課題であり、令和４年５月、庁内関係課長や有識者な

どで構成する「浜松市立幼稚園・保育園適正化等検討会」を設置し、

方針の内容などについて協議、検討を行ってきました。 

立案した際の 

実施機関の考え方

及び論点 

・持続可能で質の高い幼児教育・保育を実現していくための方策を、

「提供体制の確保」「運営の充実」「施設の整備」の三つの視点で検

討しました。 

案のポイント 

（見直し事項な

ど） 

○基本理念 

質の高い幼児教育・保育を、官民が連携し、地域の実情に合わせ、

持続的に提供する。 

○基本方針 

１ 提供体制の確保  

・「集団での学び」の充実を図るための規模適正化 

・地域の市立幼稚園・保育園の拠点となる園（拠点園）の設定 

・市民ニーズや地域の実情などを踏まえた「認定こども園」の設置

の検討 

２ 運営の充実 

・市立幼稚園・保育園に期待される役割を意識した運営 

・社会環境の変化に対応した運営の推進 

・地域全体の幼児教育・保育の質の向上を図る役割を担う園の設定 



案のポイント 

（見直し事項な

ど） 

３ 施設の整備 

・計画的な施設修繕 

・統廃合などに合わせた効率的・効果的な整備方法の検討 

・環境等に配慮した整備の推進 

関係法令・ 

上位計画など 

○関係法令 

学校教育法、児童福祉法、子ども・子育て支援法、浜松市立幼稚園条

例、浜松市立保育所条例  

○上位計画 

第３次浜松市教育総合計画、浜松市子ども・若者支援プラン、浜松市

公共施設等総合管理計画 

計画・条例等の 

策定スケジュール 

（予定） 

案の公表、意見募集  令和５年２月１５日（水） 

意見募集の終了    令和５年３月１６日（木） 

市の考え方の公表   令和５年５月以降 

実施時期又は施行時期 令和５年５月以降 



• 保育所の施設整備等により定員は年々拡大しています。
• 令和3年、4年の4月時点の保育所等利用待機児童数は
ゼロとなりました。

• 園児数10人以下の学年が6割以上あり、小規模化し
ています。

• 築後40年以上の施設は全体の約6割あり、老朽化が
進んでいます。

【市立幼稚園（60園）保育園（20園）】【市立幼稚園（60園180学年 休園含む）】

• 市立幼稚園は、園児数が大幅に減少し、集団での学びと持続可能な運営が難しくなっている園が増加してい
ます。

• 市立保育園は、今後、少子化の進行により園児数の減少が予想されており、保育需要に合わせた定員の適正
化が必要です。

• ライフスタイルの多様化や子育てに対する価値観の変化などにより、市立幼稚園・保育園の現状（制度・施
設など）が現在の保護者のニーズに応えられていない部分があります。

• 市立幼稚園・保育園ともに施設の老朽化が進んでおり、子供たちの安全・安心と快適な環境を確保するため
には、施設の改修が必要です。

• 都市部と中山間地域では、幼児教育・保育の提供体制等の実情が大きく異なっています。

２ 就学前施設の現状

１ 方針策定の目的・基本理念 ４ 基本方針

（１）提供体制の確保

（２）運営の充実

（３）施設の整備

• １学年(３歳児以上)15人以上の園児の確保を目指し、統廃合などを検討します。

• 保育需要や既存施設の保育環境に合わせた、適正な定員の設定に努めます。

• 市立幼稚園・保育園の中から、運営継続が想定される「拠点園」を設定します。

• 地域の実情や保護者などのニーズ、施設の状況などを踏まえ、認定こども園への移行が合理的と

判断した場合には、既存の市立幼稚園・保育園の「認定こども園化」を検討します。

① 「集団での学び」の充実を図るため、規模適正化に努めます。

② 中学校区をエリアとし、地域の市立幼稚園・保育園の拠点となる園（拠点園）を設定します。

③ 多様な市民ニーズや地域の実情などを踏まえ、「認定こども園」の設置を検討します。

② 社会環境の変化に対応した運営を推進します。

③ 拠点園の中から、地域全体の幼児教育・保育の質の向上を図る役割を担う園を設定します。

① 市立幼稚園・保育園に期待される役割を意識した運営に取り組みます。

• 浜松市教育総合計画など、市の施策に基づく教育・保育を実践します。

• 地域への愛着を育む教育・保育を実践するとともに、私立園を含め、小学校との連携・接続を推進

します。

• 研修や指導訪問の充実などにより、幼稚園教諭・保育士の資質向上を図ります。

• 支援を必要とする子供や外国にルーツを持つ子供たちが、共に学び成長できる幼児教育・保育を推

進します。

• 災害時の拠点としての機能強化を図ります。

• 拠点園の預かり保育や一時預かり事業などを充実します。

• 私立園を含む地域の幼児教育・保育の連携を推進する役割を担い、幼児教育・保育に関する情報

発信などを行います。

• 地域の子育て支援機能（未就園児への支援など）を充実します。

① 計画的な施設修繕に取り組みます。

② 統廃合などに合わせ、効率的・効果的な整備方法を検討します。

③ 環境等に配慮した整備を推進します。

• 利用者に配慮したバリアフリー化や、環境に配慮した省電力化などを検討します。

• 大規模改修などによる施設の長寿命化を図ります。

• 予防保全による計画的な施設の保全・維持を図ります。

• 拠点園に必要な機能を踏まえた整備に努めます。

• 既存施設の活用を優先しますが、統廃合や認定こども園化に伴い必要性が生じた場合には、移転

や新設を検討します。

• 施設の複合化（学校等との施設の一体化など）を検討します。

３ 課題

• 市立幼稚園の園児数は平成27年から令和４年まで
の7年間で半数以下に減少しています。

市立幼稚園・保育園の適正化等の目的は、子供たちにとって、より望ましい幼児教育・保育環境を実現す
ることです。
少子化や人口減少が進行するとともに、幼児教育・保育に対する市民ニーズが多様化する中、社会動態や

保育需要の変化に適応し、地域性等にも配慮した、持続可能で質の高い幼児教育・保育を実現していくため、
今後の市立幼稚園・保育園の方向性（考え方）を示す方針を策定します。
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７ 方針運用にあたっての配慮事項等

５ 地域（中学校区）ごとの適正化等の進め方 ～ 標準モデル ～

• 原則１園を拠点園に設定します。（幼稚園・保育園それぞれに設定する場合があります。）

• 園児数の減少などの状況を踏まえ、拠点園等との統廃合を検討します。

• 統廃合を進める中で、地域内・近隣地域内の需給状況や地域・保護者のニーズなどを踏まえ、認定

こども園化を検討します。

• 原則１園を拠点園に設定します。

• 園児数の減少などの状況を踏まえ、拠点園等との統廃合を検討します。

• 統廃合に合わせ、預かり保育を充実します。

• 原則１園を拠点園に設定します。

• 園児数の減少などの状況を踏まえ、拠点園との統廃合を検討します。

• 統廃合を進める中で、地域内・近隣地域内の需給状況や地域・保護者のニーズなどを踏まえ、認定

こども園化を検討します。

• 拠点園は設定しません。

８ スケジュール

• 中山間地域などの地理的要因や過去の統廃合などの状況を考慮するとともに、保護者や地域の理解

と協力を得ながら、慎重に統廃合を検討します。

• 統廃合が難しい園においては、集団での学びを補完するため、他園や小学校との交流事業などの充

実を図ります。

• 定員変更や施設整備などにあたっては、私立園に及ぼす影響などを考慮します。

• 幼児教育・保育に関する情報交換や合同研修など、地域全体の幼児教育・保育の質の向上を図る役

割を担う園を中心に私立園と市立園の連携を促進します。

• 統廃合にあたっては、運営の擦り合わせなどを行う十分な期間を確保するとともに、統廃合後ス

ムーズに園生活を送ることができるよう、交流事業などを実施します。

• 統廃合により閉園する際には、在園児の保護者などの意向を確認したうえで、新入園児の募集停止

や閉園する時期などを決定します。

• 統廃合により、著しく通園が不便になる地域については、園児の心身の負担などを考慮したうえで

通園バスによる送迎などを検討します。

• 統合後は、保護者などへのアンケート調査を行い、園の状況などの把握に努めます。

（１）地域性への配慮

（３）私立園との連携

（２）統廃合への配慮

※ 私立園による幼児教育・保育の提供が難しくなった場合には、提供体制について検討します。

（４）その他

• 少子化による園児数の減少や、幼稚園教諭・保育士等の確保がさらに難しくなることを踏まえ、持

続可能で効率的・効果的な幼児教育・保育の提供体制の整備に努めます。

• この方針は、就学前施設に係る制度改正や社会環境の変化に合わせ、必要に応じて見直しを検討し

ます。

６ 規模適正化、拠点園の設定、認定こども園化の考え方

（１）規模適正化

＜統廃合検討開始の目安＞

• ４月１日時点の１学年(３歳児)の園児数が、２

年続けて「５人未満」となったとき

• 統廃合に関して、保護者及び地域の合意があり、

保護者及び地域から要望があったとき

• 地域の就学前施設の状況や人口推計などにより、

統廃合することが合理的と判断したとき

• 施設が老朽化し、建替えまたは建替えに近い規

模での改修が必要になったとき

～ 検討の流れ ～

① ＜統廃合検討開始の目安＞に該当する園の検討

② 地域や市全体の幼児教育・保育の状況などを踏

まえ、統廃合の妥当性について検証

③ 保護者、地元自治会、地域内の私立園など関係

者との調整(統廃合の時期、統廃合後の通園支

援や跡地利用などについて意見交換)

④ 議会、区協議会への説明

⑤ 統廃合の決定

（２）拠点園の設定

• 拠点園を、中学校区に原則１園設定します。※

• 拠点園は、原則、運営を継続します。

• 地域全体の幼児教育・保育の質の向上を図る役

割を担うモデル園を拠点園の中から設定し、効

果や課題などを検証します。

※ 幼稚園と保育園の双方がある中学校区は、それぞれ

に拠点園を設定する場合があります。

※ 私立園が地域の需要を十分カバーできている中学校

区については、拠点園を設定しない場合があります。

※ 小規模園（全園児15人以下程度）は、拠点園に設定

しない場合があります。

～ 拠点園選定の視点 ～

他園と比べて園児数が多く、将来的にも減少見

込みが少ない。

十分な部屋数があるなど、施設の機能が整って

いる。

他園と比べて施設の状態が良い。

利便性の高い場所に立地している。

ハザードマップなどから、災害等で被災する可

能性が低い。

借地がない。 など

（３）認定こども園化

• 認定こども園の設置や移行は、幼稚園と保育園の統合や、保育園の認定こども園化を基本とします。

• 幼稚園の認定こども園化は、保育需要や私立園の需給状況を十分に検証し慎重に検討します。

• 認定こども園化にあたっては、効果や課題などを検証し、今後の拡大について検討します。

（１）市立幼稚園・保育園の両方がある地域

（２）市立幼稚園のみの地域

（３）市立保育園のみの地域

（４）市立幼稚園・保育園がない地域

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

市立幼稚園・保育園の各種制度や実施園の見直し
(預かり保育、発達支援など)

施設の修繕等に関する計画

市立認定こども園化の検討、選定、効果・課題の
検証

作業内容

方針の運用等

統廃合等による適正規模の確保等

拠点園の設定

地域全体の幼児教育・保育の質の向上を図る役割
を担う園（モデル園）の設定、効果・課題の検証

令和9年度～令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

選定・決定

実施、進捗管理、必要に応じて内容・実施園の見直し

統廃合に関する検討・調整・実施

進捗管理、必要に応じて内容の見直し

開設、効果・課題の検証 本格実施

完成

実施、効果・課題の検証選定・決定

選定・決定

実施、進捗管理、必要に応じて内容・実施園の見直し検討・決定

検討・策定

選定・決定・準備 開設、効果・課題の検証 本格実施

必要に応じて見直し

完成

実施、効果・課題の検証 本格実施選定・決定



園児数：令和4年4月1日現在

園児数 園児数 園児数 園児数

鴨江保育園 100 1 西部中 初生幼稚園 45 32 北星中

① 白脇幼稚園 42 寺島保育園 116 2 南部中 33 都田中

西保育園 76 3 北部中 豊岡幼稚園 28 三方原保育園 80

4 中部中 三方原幼稚園 20

5 八幡中 西気賀幼稚園 5

6 曳馬中 伊目幼稚園 11

南保育園 99 中川幼稚園 44

江西保育園 89 中央幼稚園 14

8 蜆塚中 高台幼稚園 20

9 高台中 引佐幼稚園 74 引佐保育園　 72

② 花川幼稚園 7 花川保育園 63 10 開成中 金指幼稚園 4

佐鳴台保育園 121 11 佐鳴台中 奥山幼稚園 16

権現谷保育園 121 12 富塚中 伊平幼稚園 6

③ 和田幼稚園 16 中ノ町保育園 73 引佐北部みさと幼稚園 10 37 引佐北部中

④ 中ノ町幼稚園 36 尾奈幼稚園 31 都筑保育園　 59

⑤ 与進幼稚園 59 14 与進中 大崎幼稚園 17 三ヶ日保育園 99

⑥ 豊西幼稚園 59 笠井保育園 72 平山幼稚園 12

⑦ 笠井幼稚園 55 小松幼稚園 49

⑧ 有玉幼稚園 25 積志保育園 86 16 積志中 平口幼稚園 6

17 丸塚中 内野幼稚園 32

⑨ 万斛幼稚園 46 北浜南幼稚園 40 40 北浜中

⑩ 橋爪幼稚園 66 中瀬幼稚園 91

⑪ 神久呂幼稚園 29 神田原保育園 71 19 神久呂中 上島幼稚園 22

20 入野中 赤佐幼稚園 52

⑫ 伊佐見幼稚園 13 赤佐西幼稚園 34

⑬ 和地幼稚園 9 宮口幼稚園 46

22 篠原中 新原幼稚園 23

⑭ 北庄内幼稚園 22 北浜中央幼稚園 47

⑮ 村櫛幼稚園 17 北浜北幼稚園 19

⑯ 舞阪幼稚園 4 舞阪第１保育園 48 北浜東幼稚園 25

舞阪第２保育園 54 二俣幼稚園 30

⑰ 雄踏幼稚園 77 雄踏保育園　 125 25 雄踏中 熊幼稚園 5

⑱ 飯田幼稚園 12 26 東部中 上阿多古幼稚園 8

27 新津中 下阿多古幼稚園 13

⑲ 芳川幼稚園 21 28 南陽中 光明幼稚園 66

⑳ 南の星幼稚園 20 29 江南中 竜川幼稚園(休園) 0

30 東陽中 犬居幼稚園 8

可美幼稚園 60 可美保育園 138 31 可美中 気田幼稚園 17

47 水窪中

浦川幼稚園(休園) 0

佐久間幼稚園 7

1,692 1,762

※ 幼稚園・保育園の所在地から中学校区を整理

48校（分校除く）60園 20園

7 江西中

13 天竜中

15 笠井中

18 中郡中

21 湖東中

23 庄内中

舞阪中24

48 佐久間中

46 春野中

45 光が丘中

44 清竜中

43 北浜東部中

42 麁玉中

41 浜北北部中

39 浜名中

34 三方原中

38 三ヶ日中

36 引佐南部中

35 細江中

中学校区
市立幼稚園 市立保育園

中学校区
市立幼稚園 市立保育園
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【参考】浜松市立幼稚園・保育園 位置図
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浜松市立幼稚園・保育園の適正化等に関する方針（案） 

用 語 解 説 

１ 浜松市の就学前施設（令和 4 年 4 月 1 日時点、認可外保育施設除く）

施設種類 市立 私立 合計 

幼稚園    60 ※ 41 101 

保育所（保育園） 20 43 63 

認定こども園 － 74 74 

その他 ※ － 64 64 

合計 80 222 302 

※ 市立幼稚園の施設数には、休園中の 2 園を含む。 

※ その他は、「小規模保育事業（53）」及び「事業所内保育事業（11）」 

（１）幼稚園  

・ 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校。 

・ 浜松市立幼稚園では、3 歳児から 5 歳児までが対象。 

（２）保育所（保育園） 

・ 保護者が就労等により子供を保育できない場合、保護者に代わって保育を行う施設。

・ 0 歳児から 5 歳児までの子供が対象。 

（３）認定こども園  

・ 幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行うとともに、地域

の子育て支援も行う施設。 

・ 0 歳児から 5 歳児までの子供が対象。 

※ 各園の違いについては、子育て情報サイト「ぴっぴ」の 

「認定こども園・幼稚園・保育園の違い」をご参照くだ 

さい。

２ 統廃合  

・ 園児数の減少などにより、園同士を統合したり、閉園したりすること。 

・ 統廃合には、他園に吸収される形で閉園する場合や、複数の園を閉園し、新たな  

園を設置する場合など、様々なケースが想定される。  

３ 預かり保育  

・ 幼稚園において、通常の教育時間の前後に在園児を預かる保育のこと。 

・ 本市の市立幼稚園では、令和 4 年度、休園中 2 園を除く 58 園のうち、22 園が実施

しており、実施日や実施時間は園ごとに異なる。 
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４ 一時預かり事業 

・ 妊娠や出産、入院等により家庭において保育を受けることが一時的に困難となった

乳児や幼児に対し、保育所などにおいて、一時的に子供を預かり、必要な保育を行

うこと。 

・ 本市の市立保育園では、令和 4 年度、全園において実施している。 

５ 未就園児 

・ 保育所や幼稚園、認定こども園などの就学前施設に通っていない就学前の子供の 

こと。 

６ 予防保全 

・ 施設や設備などに不具合が生じる前に、あらかじめ改修などを行い、機能や性能を

維持すること。 

・ 日常点検や法定点検、定期的な劣化調査の実施により劣化状況を把握したうえで、

計画的な改修を行う。 



パブリック・コメント意見提出様式
～ あ な た の ご 意 見 を お 待 ち し て い ま す ～

※ご住所 
（所在地）

※お名前 
（法人名・団体名） 

電話番号 

案の名称 浜松市立幼稚園・保育園の適正化等に関する方針（案） 

意見募集期間 令和５年２月１５日（水）～令和５年３月１６日（木） 

意見欄 

・※ご住所およびお名前が未記入の意見には、実施機関の考え方は示しません。 
・個人情報は、本事業においてのみ使用することとし、個人情報保護に関する法令

等に基づき適正に管理します。 
・この様式は参考です。任意の様式でも提出していただくことができますが、その

場合でも、上記と同様の内容について記入をお願いします。 
・この様式は、市ホームページからもダウンロードできます。 

【提出先】 幼児教育・保育課あて 
住所    ：〒４３０－８６５２ 浜松市中区元城町１０３－２ 
ＦＡＸ   ：０５３－４５７－２０３９ 
Ｅ－ｍａｉｌ：youho@city.hamamatsu.shizuoka.jp 



～どうやって意見を書いたらいいの？～

「もっとこうしたらどうか」「もっとこうしてほしい」など、計画や条

例の案を見て思ったこと、感じたことを箇条書きや文章にまとめてくだ

さい。 

 どうやって書いたらいいか分からない場合には、以下の書き方例を参

考にしてみてください。 

＜書き方例＞ 

・ ●ページにある「○○○○」という言葉は分かりにくいので、「□□

□□」に変えてはどうでしょうか。 

・ ●ページの「△△△△」については、「■■■■」という内容を追加

したほうがよい。その理由は･････だからである。

・ ●ページに書いてある目標件数ですが、「○○件」では少ないので、

「□□件」にすべきだと思う。

・ ●ページの「△△△△」という文章は具体的にどういう意味なのか。

また、専門用語が多く使われているので、計画の中に用語解説をつけ

るべき。 

皆さんからの

ご意見を 

お待ちして 

おるのじゃ！ 



 第９号様式  

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 令和 5年度浜北区地域力向上事業（助成事業）の提案について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

【趣旨】 

 地域力向上事業実施要綱第８条に基づき、浜北区役所に提案

された地域力向上事業・助成事業の採択に当たって、浜北区協

議会に意見を求める。 

地域力向上事業実施要綱 

 （実施予定事業の決定） 

 第８条 市長は、助成事業の採択に当たっては、区協議会に 

  意見を求め、その意見を踏まえて実施予定助成事業を決定 

し、提案団体には選考結果通知書により通知するものとす 

る。 

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

 令和 5 年度の地域力向上事業・助成事業は、令和 4 年 12 月

19 日～令和 5 年 1 月 31 日の期間に一次募集をした。今回は、

提出された提案について、区行政推進会議で審議したものを提

出する。 

 提案  3 件 

 採用  2 件 

 不採用 1 件 

※詳細は別紙のとおり 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 市長は、浜北区協議会の意見を踏まえて、地域力向上事業・

助成事業を決定する。 

担当課 浜北区・区振興課 担当者 大林 克彦 電話 ５８５－１１４１ 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

資料2 



（単位：円）

■助成事業 予算額 既申請額 今回補助額

3,000,000 0 940,000

内容

時期

場所 担当課：まちづくり推進課

内容

時期

場所 担当課：区振興課

 【採用（実施予定事業候補）】
・令和4年度事業が着実に進み、団体や企
業、事業者とのネットワークが形成され、事
業として成長していることが理解できた。
・2年目の取組みとして、さらに成長していく
ことを期待する。特に、浜北区内の事業者や
団体の掘り起こしがされ、他の区における事
業実施においても、浜北区が発信されるよう
努めてほしい。
・単に朝市の開催に留まらず、地元農家の
育成や講演会・ワークショップの開催など幅
広い活動により事業の目的である「浜北区
民の地域コミュニティの促進」を実現しつつ
あり、地域力向上事業としてふさわしいと考
える。
・なゆた・浜北や美薗中央公園等の区内市
有施設の利用や、はまきたグリーンフェス
タ、浜北産業祭等、市が開催するイベントを
活用し、相乗効果で更なるにぎわい創出が
期待できると考えられる。参加要件等の確
認は必要だが、「出張朝市」の候補地のひと
つとして検討してほしい。

・補助金   （640,000円）
・自己資金
　　　　   （960,000円）

主なものは次のとおり

・講師謝礼 （480,000円）
・アルバイト等賃金
　　　　   （313,000円）
・講師旅費
　　　　　 （240,000円）
・チラシ・記念誌
　　　　   （100,000円）
・消耗品
            （50,000円）
・レンタルサーバー等
　　　　　  （30,000円）
・イベント保険
　　　　　  （12,000円）
・広告料    （50,000円）
・駐車場警備
            （25,000円）
・出張朝市会場使用料等
           （300,000円）

640,000
一般社団法人　ＬＯＣ
ＡＬ　ＡＣＴＩＯＮ　ＨＡ
ＭＡＭＡＴＳＵ

　気候変動等に繋がる環境問題が
深刻になっている中、「食×農×環
境」をテーマにしたイベントを定期的
に開催し、主に浜北区で栽培してい
る環境に優しい農作物等を知っても
らうことで、浜北から環境に配慮し
た持続可能な社会の実現を目指
す。

・浜北区民が環境負荷の少ない農
作物を食べることによる健康増進

・地産地消による区内経済の循環

・浜北ECOタウンとしての魅力向上

・区内に有機型農業を幅広く取り入
れることによる環境保全

・区内の新規就農者のサポート

・ワークショップや講演会の開催

静岡県立森林公園第2駐車場

2
ＬＯＣＡＬ　ＡＣＴＩＯＮ　ＨＡＭＡ
ＭＡＴＳＵ「森の朝市」

〇

提案内容

浜北区の文化財や遺跡を冊子にま
とめ、誰でも気軽に地域の歴史的
文化財資源に触れる事が出来るよ
うにすると共に様々な場面で活用し
て行くことで、貴重な文化財や遺跡
を保存・継承していく。

1 浜北の文化財 遠州山辺の道の会 300,000

　静岡県文化財課、浜松市文化財課の協力を得
て、文化財の写真と調査内容の要約、現状を編集
した冊子「浜北の文化財」を発行する。

【冊子の内容】
・国、県、市指定の文化財
・区内の調査が行われた遺跡や新東名高速道路
建設時に調査された遺跡
・他地区で保管されているが、区内で発見、製作さ
れた文化財
・区内の保存樹林・保存樹木　等

発行した冊子は、区内の学校や公共施設等に配
布し、学校や自治会等で歴史講座を開催する。

　静岡県立森林公園で「森の朝市」を月2回開催し
て、主に浜北区で栽培している環境保全型農業で
生産された農作物等を販売する。また、区内外で
の出張朝市も予定している。

　農業ワークショップや環境をテーマにした講演会
を定期的に開催する。

【森の朝市】
毎月第1、3日曜日　9～12時（※時間帯変更あり）
毎回約20店舗が出店する予定

【ワークショップ】
「梅干し作り」、「そば作り」　等

【講演会】
「気候変動について」、「フードロスについて」、「ゴ
ミ問題について」、「有機栽培について」　等

令和5年4月1日（土）～令和6年3月31日（日）

・補助金   （300,000円）
・自己資金
　　　　   （300,000円）

浜北区内

1,600,000

令和5年4月1日（土）～令和6年3月31日（日）

 【採用（実施予定事業候補）】
・冊子の作成と併せて、その活用も重要なの
で、冊子を活用した講座等の開催について、
今後とも具体的に検討を進めてほしい。
・冊子の配布先、冊数等を記録し、事業完了
時に報告すること。
・作成した冊子を様々な場面で活用し、地域
文化財の地域への認知、継承に繋げてほし
い。
・地元愛の強い提案者が区内の文化財の周
知のために行う事業で、この事業にふさわし
い。
・事業費の1／2が提案者負担で、かつ、実
施に当たっては会員費を値上げするなど会
員の相応の負担がないと事業が実施できな
い状況には懸念がある。今後の継続的な事
業実施のため、地元企業から協賛を募り冊
子に広告を入れることなど自主財源の確保
を検討してほしい。
・冊子資料作成は時点修正が必要となること
から、デジタル活用等の検討が必要である。
・説明文や写真を他の書籍等から引用、出
典する場合は、著作権、版権等の権利使用
に配慮すること。

令和5年度地域力向上事業提案内容

Ｎｏ． 提案事業名 提案者 概算事業費(円) 行政推進会議検討結果
継続
事業

残額

2,060,000

補助金額
（希望額）(円）予算内容（金額：円）

600,000

主なものは次のとおり

・冊子紹介チラシ
　　　　　　（50,000円）
・冊子作成 （550,000円）

事業の目的・効果



令和5年度地域力向上事業提案内容

内容

時期

場所

概算事業費(円) 予算内容（金額：円）
補助金額
（希望額）(円）

継続
事業

行政推進会議検討結果Ｎｏ． 提案事業名 提案者 事業の目的・効果 提案内容

3 恋が似合う街№1宣言 浜松グラフィティ

　植木の街、みどりの街と言われて
きたこの街ですが、もっと素敵な
ネーミングがあります。それは〈恋
の街〉です。

　この街には、恋の詩が書かれた
万葉歌が残され、歌碑もある。
　コロナに振り回されて笑顔を忘れ
た今、お金を掛けずに、笑顔になる
方法が〈恋をすること〉恋をするだけ
で非日常に飛び込め、恋によって
湧き出る感情を楽しんでほしい。

　〈恋が似合う街№1宣言〉をして、
恋のＢＧＭとなる音楽を届ける。

　宣言することで、他人の優しさに
ふれることが出来る街となり、街ぐ
るみ、地域ぐるみで、人の恋路のお
手伝いや失恋者の悩み相談を聴い
てあげられる空間にする。

恋のＢＧＭとなる音楽を届けるイベントを開催す
る。

【イベント内容】
・ザチェリーズ演舞、オシャレルズライブ
・恋が似合う街№1宣言

550,000

 【不採用】

・提案いただいた事業に対する提案者の思
いは、理解した。一方、メインイベントは市外
のプロのステージであり、全国からの来場者
を想定するなど、「浜北区の地域で活動され
る人材が育ち、地域の人々のコミュニティが
できる」という本助成事業の目的達成に資す
るかが不透明である。
・万葉歌とのつながりを持たせるという事業
内容について、区固有の資源等を活かす事
業としては多少の疑問が残る（区らしさ、接
点が見いだせない）。
・集客事業としてはある程度評価はできる
が、なぜ、浜北駅前・なゆた浜北での実施か
が不明（万葉歌、浜北原人との関連が薄
い）。実施理由説明からでは、他地域・場所
でも実施可能と判断する。
・浜松市中心街では市が実施している「ハマ
マツ・ジャズ・ウィーク」が毎年開催され、路
上で音楽を楽しむ類似のイベントとして定着
している。万葉歌と現代の音楽・ダンスを関
連付けた発想は目新しいが、このイベントに
よる効果が、補助金交付目的に見合うもの
であるか評価することは難しい。令和5年5月6日（土）

・補助金   （550,000円）
・自己資金、協賛金
　　　　   （550,000円）

なゆた・浜北駅前広場（雨天時／なゆたホール）

主なものは次のとおり

・チラシ、ポスター
　　　　　  （70,000円）
・消耗品    （50,000円）
・企画、出演料等
           （630,000円）
・トラックステージ、テン
ト設営　等
           （350,000円）

1,100,000



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名 
「区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子に 

ついて」に対する答申への対応について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

〇背景及び経緯 

 令和 4年 12 月に各区協議会からいただいた答申及び 

意見・要望に対する市の考え方について、令和 5年 1月 

27 日に開催した行財政改革・大都市制度調査特別委員会 

にて、別紙資料を用いて報告し、市議会と当局で共有 

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

〇令和 5年 1月 27 日開催 

行財政改革・大都市制度調査特別委員会資料 

「区協議会からの答申について」 

1 答申 

2 意見・要望 

3 意見・要望に対する市の考え方 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

担当課 
区再編推進 

事業本部 
担当者 川西 亜紀子 電話 457-2123 

資料3 



行財政改革・大都市制度調査特別委員会 

令和 5年 1月 27 日 

区協議会からの答申について

1 答申 

令和 4 年 11 月諮問「区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正

の骨子について」に対して、全ての区協議会から適切であるとの答申（令和 4 年 12

月）をいただいた。 

2 意見・要望 

答申に当たり、西区・北区・天竜区の各区協議会から意見・要望が付されている。 

区協 意見・要望 

西区 

・中央区協議会・西地域分科会の委員定数について、経過措置として、令和 
8 年 3 月 31 日までの任期においては、現行の西区協議会の定数である 
「25 人以内」とすること。 

・概ね 5年後に見込まれる、行政センター並びに中央福祉事業所及び中央健康 
づくりセンターの出先グループの職員数は、再編前の西区役所に配置されて 
いる職員数（正規職員、再任用職員及び会計年度任用職員）と比較すると 34
名の減となっているが、災害対応も含め、市民サービスの低下を招かないよ 
うに努めること。 

北区 

・区再編後も現在行われている市民サービス・防災対策・災害対応・避難所 
運営が継続できるよう、適切な人員配置に努めていただきたい。 

・区役所が遠方となる不安払しょくのため、区政担当副市長や区長の積極的な 
行政センターでのアウトリーチ勤務を検討いただきたい。 

・デジタルの活用とともに、区役所職員の行政センターや支所、協働センター 
での出張受付の実施など、住民に身近な場所での寄り添ったサービスの向上 
に努めていただきたい。 

・「姫様道中」「いなさ人形劇まつり」「三ヶ日花火大会」など区大事業に対して、
区再編後も継続して支援をいただきたい。 

・再編後において、現北区として培われてきた特色を尊重するとともに、区の 
一体感の醸成や融和を図るための施策について、積極的に取り組むことを希 
望する。 

天竜区 

・天竜区協議会の委員定数について、経過措置として、令和 8年 3月 31 日まで
の任期においては、現行の天竜区協議会の定数 25 人以内とすること。 

・組織・人員配置の見直しにより、市民サービスが低下しないよう努めること。
また、防災対策・災害対応・避難所運営について、地域性を考慮した適切な 
人員配置に努めること。 

3 意見・要望に対する市の考え方 

・ 区協議会の委員定数については、条例に経過措置の規定を設ける。 

・ 市民サービス等については、区再編後も同じ行政サービスを維持するとともに、

デジタルの活用や区長等のアウトリーチにも積極的に取り組んでいく。

・ まちづくりについては、区再編にかかわらず、これまでの取組を尊重しながら、

地域の特性を活かし進めていく。

令和5年1月27日開催　行財政改革・大都市制度調査特別委員会 資料



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名  浜松市立平口幼稚園について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

○ 背景 

・ 少子化や保育需要の高まりなどにより、市立幼稚園の

園児数は、近年、大幅に減少している。 

・ 浜松市立平口幼稚園（以下「平口幼稚園」という。）の

園児数は、令和 5 年 1 月末時点で 7 人（年長 4 人、年

中 3人）である。 

○ 経緯 

・ 平口幼稚園では、令和 4年 10 月に令和 5年度の入園児

募集を行ったところ、申し込みはなかった。 

・ 令和 4 年度末をもって年長クラスの園児 4 人が卒園と

なり、年中クラスの園児 3 人についても、令和 4 年度

末をもって退園（他の市立幼稚園に転園）する旨の届

出が提出された。 

・ 令和 5 年度の園児が不在となるため、令和 5 年度は休

園することとした。 

・ 令和 5 年度の休園については、地元自治会の協力を得

て、2月の自治会回覧により、地域住民に周知した。 

対象の区協議会  浜北区協議会 

内  容 

・ 平口幼稚園の令和 5年度の休園について報告するもの。

・ なお、令和 6年度の入園児の募集については、現在、策

定中の「浜松市立幼稚園・保育園の適正化等に関する方

針」を踏まえ、今後、地元自治会などと協議のうえ、決

定する予定である。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

担当課 幼児教育・保育課 担当者 渡邊 仁 電話 457－2117 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

資料4 



環境部廃棄物処理課

浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター

施設整備運営事業について

令和 ５ 年 ２ 月 ２２ 日



事業の目的等

事業の目的
一般廃棄物を安全・安定的に処理するため、老朽化が進む南部清掃工場及び
平和破砕処理センターの代替施設として、新しいごみ処理施設を一体的に整備
する。

施設整備運営方針

• 一般廃棄物の適正処理の推進

• 最終処分を含めた環境負荷の低減

• 市民サービスの向上と良好な生活環境の確保

• 安定的、効率的、経済的なごみ処理と資源化体制の構築

事業方式
ＰＦＩ 事業（ＢＴＯ方式）

Ｂｕｉｌｄ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｏｐｅｒａｔｅ ：設計建設、移譲、運営

2



事業の場所

新東名高速道路

天竜川

浜松SA（SIC)
●

静岡県立
森林公園
●

建設地

●

浜松市天竜区青谷地内
（小堀谷市有林）

ＪＲ
浜松駅

西部清掃工場

平和破砕処理センター

南部清掃工場

新清掃工場及び新破砕処理センター

令和６年（2024年）4月稼働

3



施設の概要

新清掃工場

・処理能力 399ton/日（199.5ton/日×2系列）

・処理方式 シャフト炉式ガス化溶融方式

・発電能力 15,120KW（蒸気タービン発電機）
100KW（太陽光発電）

新破砕処理センター

・処理能力 64ton/日
（破砕設備 38ton/日・選別設備26t/日）

・処理方式 破砕（もえないごみ及び粗大ごみ）
選別（プラスティック製容器包装）
保管（びん類、小型家電、特定品目、自転車等）

完成予想図（㈱浜松クリーンシステム提供）

4



事業契約

受託者
株式会社浜松クリーンシステム

（特別目的会社）

事業期間
整備：平成３０年（2018）２月２７日～令和 ６年（2024）３月３１日

運営：令和 ６年（2024）４月 １日～令和２６年（2044）３月３１日

契約額 ７８,３６３,５３８,１４４円（消費税及び地方消費税額を含む）

5



事業の内容

造成工事

アプローチ道路工事
延長 約 １，１７０ ｍ
橋梁 橋長 １７６ ｍ （PC３径間連続ラーメン橋）

橋長 ６０ ｍ （鋼単純箱桁）

建築・プラント工事
工場棟 （新清掃工場及び新破砕処理センターの合棟） 延べ 約 ２万５千㎡

付属棟 （管理棟、洗車棟、一般搬入受入ヤード、計量棟、市役所事務所 ほか）

外 構 （門扉、舗装、排水溝、植栽 ほか）

設計業務 道路・橋梁・建築・プラント

運営業務 ごみ処理施設・造成地・アプローチ道路の維持管理

6

面積 約 ７．８ ha （盛土 約 ５８万 、掘削 約 ４７万 ）

調整池 ２か所



道路設計

詳細設計

造成・道路工事

仮設工

調整池

道路・橋梁

敷地造成

建築・プラント工事

設計

建築・外構

プラント

試運転

その他

付加価値
事業者選定

年度 2023（R5)2017（H29) 2018（H30) 2019（R1) 2020（R2) 2021（R3) 2022（R4)

事業スケジュール

落札者決定 平成29年12月12日

事業契約 平成30年 2月27日
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建設計画図
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事業地内 施設配置図
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アプローチ道路

Ｎ



平成30年４月の様子

10



令和４年４月の様子
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令和５年１月の様子（工場棟建設）
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令和５年１月の様子（工場棟建設）
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令和５年１月の様子（工場棟建設）
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付加価値事業概要

15

実施事業者 金子コード株式会社、中村建設株式会社

事業期間 20年間 （令和6年4月1日から令和26年3月31日まで）

事業内容 新清掃工場から発生するスラグや余熱エネルギーを活用

・チョウザメ及びその他魚介類の養殖（閉鎖型循環式陸上養殖）

・植物工場にてワサビや熱帯果樹等の栽培

・露地栽培にてうなぎいも（浜松限定ブランドさつまいも）等の栽培

更新用地貸付料金

100万円（年間）

余熱エネルギー利用形態

温水熱（有償）

【参考】 事業イメージ図（提案書より）


